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解 決 報 告  Ｓ－Ｔ   ２００３年１０月３０日 
① 私は、関東系某建材メーカーの大阪営業所にて主に公共用の建材（意匠性のある建築・土木用舗装材､壁

材）を営業販売しておりました。平成 10 年 5 月に社長より、「君は実績もあるし、人柄も良い。当社は関西

進出を考えていた。がんばって売り込んでほしい」ということで入社しました。採算ベースに乗るまで、自

宅を事務所としてほしいとのことでしたが、意欲に燃えていた私は快諾しました。私の妻も喜んでいました。  

営業所は私 1 人でしたが急激に売上を伸ばしました。妻は無給労働にもかかわらず毎日必死に手伝ってくれ

ました。２人共がんばりました。関西を任されているという喜びと環境に配慮した建材を販売できるという

喜びで無心に働きました。私の営業のスタイルは「設計活動」というものです。各自治体の建設局や土木局、

民間の設計事務所や土木コンサルタントへ製品の性能や意匠性の優位を説明し、設計図面に折り込んでいく

方法です。これであれば競合他社より抜きん出て設計段階よりプロジェクトに参加できますし、社名も有名

になるし、なによりコスト等がかからないので 1 人で営業にはぴったりだったのです。代理店とのコンタク

トや地元メーカーとのOEM生産もうまく行き、正式な事務所の出店も近いなと確信しておりました。 
② 平成13年5月に関東在住の新しい上司から電話が入りました。「今日からおれが大阪営業所の責任者だ。

今日からおれの言う事を良く聞け。俺や会社はお前みたいな関西人は大嫌いだ」と言われてしまいました。

上司はその後度々、東大阪市や茨木市に来ては私を呼び出して恫喝を繰り返し、ついには「売れ筋商品を売

るな」まで発言しました。結果的に売上はダウンしました。本社に連絡しても誰も決済が出来ない状態に陥

り、毎日辛い時期がこの後 2 年間続くことになりました。それでも売りつづけ、平成１６年秋口までに１億

円以上の売上を確保しました。 
③ 平成14年12月に３０％の減俸命令、そして平成15年7月に大阪営業所閉店、関東の工場転勤の命令が

出ました。会社には 2 年間に渡っての上司による恫喝や不適切な営業指示や発言について再三、救済を求め

ていましたが、無視されていたところにこの命令です。目の前が真っ暗になりました。これは退職勧奨だと

直感しました。 
④ 以前から名前を知っていた管理職ユニオン・関西に先輩に早く行こうと訪れたのが7月30日でした。大

浜書記次長に相談した結果、その場で組合に加入、団交申し込みを会社へ行い、３１日には妻も事務所に訪

問し、社長へ転勤拒否の内容証明書を郵送しました。それまでショックでフラフラだった私たち夫婦がこれ

から闘いがはじまるぞという身が引き締まる思いになりました。書記次長から「暇だったら毎日事務所に来

たらどうですか」と私にアドバイスがあり、ユニオンでの闘いがこの時からはじまりました。 
⑤ 毎日ユニオンに通うにつれ組合員の皆さんとも親しくなり、話しを伺うと皆さんも同じ様な、もしくは

もっとひどい経験をしているのが良く分りました。実は自分ひとりではなかったのです。会社はユニオンと

団体交渉を行う事になっているのにもかかわらず、各得意先に大阪営業所の閉店の通知を行いましたが、こ

の行為によって後にユニオンが優位に立つことになるとはその時は自分もわかりませんでした。それどころ

か不当労働行為の意味とか、地労委の存在理由さえわかりませんでした。 
⑥ しかしなぜか毎日が充実してきました。自分でも不思議な感覚でした。ユニオンは8月12日（妻も出席）、

27 日と会社と団交を行いました。会社の態度は不誠実で平行線のままでしたし、回答も不誠実でしたがユニ

オンは動じませんでした。これも不思議でしたが毎日のユニオン活動で少しずつ労働基準法、労働組合法の

法理がわかってきた感じになりました。 
⑦ 9月25日に有給休暇が切れるのを受けて早めの9月9日に地労委へ申立を行いましたが、組合員さんの

アドバイスもあり、文章作成の作業も特に苦にならずかえって楽しくさえ感じました。法理に基づくこの一

語一句が会社と戦ってくれるのだという気になりました。この頃やっと書記次長の戦法がおぼろげに見えて

きたようでした。 
⑧ 会社には自宅待機、有給100％の条件をつきつけ、ストライキ権の発動をちらつかせ、地労委には不当労

働行為救済申立と実行確保の措置申立を行い、様々な戦法で会社の外堀を埋めて行きました。そのころにな

ると私は会社に対しての恨みや怒りなどはすっかり忘れてしまっていました。書記次長にはきびしく鍛えら

れ、自立心が出来てきたようでした。他の組合員の団交にも参加し、応援しているうちに組合員の皆さんと

も相談などでお付き合いができ、会社での5年間一人ぼっちということがまるでウソのようでした。 
いつしかテニス同好会なども作りユニオンライフをエンジョイ？してしまっていました。（笑） 
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妻も私が明るく強くなったのを感じたのか楽しい様子で「タイガースもおれらもがんばっとるな！」と二人

で笑って過ごせる時間が戻って来ました。 
⑨ 10月2日に地労委にて第一回調査がありました。準備も万端に整えていましたし、応援にたくさんの組

合員の皆さんが駆けつけてくれましたので、何の不安もありませんでした。 
会社の常務さんや総務部長さんがなぜか小さく切なく見え、なんか気の毒やなぁとさえ感じていました。そ

の直後に会社は弁護士を通じて話し合いの姿勢を見せてきました。 
⑩ そしてついに 10 月 27 日、会社は私になした閉店命令、転勤・職種変更命令を撤回し、さらに上司の言

動についても不適切な命令であったとすべての会社の行為について遺憾の意を表明し、さらには妻に感謝の

意を表明し、誠意も示しました。その夜、２人で乾杯し、妻はうれし泣きしていました。 
⑪ 私は闘いを通じて会社が実質的に大阪営業所の再開がもはや不可能である事がわかり、辞めることへ少

しずつ心が変化していきましたので、会社都合による円満退職としました。幸いにも同業界のとある会社よ

りヘッドハンティングされ、スムーズに再就職できるようになりました。書記次長より「次は必ず労働契約

書を結べよ」とのアドバイスがあり、新会社と結ぶことができる予定です。絵に描いたようにうまく行った

と思います。やっと書記次長の戦法がわかりました。 
⑫ 今後は新たな人生を歩むことになりますがユニオンで得た理論武装や筋を通す方法、自立や連帯や協働

といった貴重な体験を活かす事ができますし、なによりも自分はユニオンの組合員であるということが自信

になるとおもいます。少しは強くなれたのかも知れません。そしてなぜこのような事件が起こったのかも自

分なりに冷静に分析したりもしました。 
⑬ 私と妻はユニオンに出会ってすごく幸せなのです。そして、書記次長、書記長、執行委員を初め組合員

の皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。これからも私たち夫婦はこのユニオンを大切に思い、組合員さ

んと協力させていただき、そして前向きにがんばって生きたいとおもいます。皆さん本当に応援ありがとう

ございました。これからもよろしくお願いします。                   

 

解決しました                  Ｓ 
私は、ドラッグストアの販売員の仕事をしています。7月18日に社内メールにて人事異動の通知があり、

21 日より配属先の無い応援社員を命ずるという辞令を交付されました。全店舗で 30 名程が応援社員に任命

され、その中の一人が私でした。休日の希望も聞き入れられず、自宅から遠い店舗ばかりを、あちらこちら

日替わりでたらい回しにされるという日々が続きました。遠い道のりを迷いながら出勤すれば、どこの店舗

に行っても仕事が無く、店舗の従業員からは「リストラされた人や」と嘲笑され、仕事といえば駐車場の草

むしりや溝の掃除といった、どう考えても「自主退職させるための会社のリストラ策」であると感じました。

このままでは心身共に壊れてしまうと思い、管理職ユニオンに加入しました。 
8 月21 日、会社に組合加入通知を配達記録郵便で送付して、9 月4 日に団体交渉を行いました。団体交渉

では大浜さん、Ｓさん、Ｏさん、他 1 名の計 5 人で会社側と交渉を持ちました。会社は「私を攻撃したこと

は一切無く、応援社員制度はリストラ策では無い。会社はリストラしていない」等と表向きの回答を述べる

だけでした。こちらが要求書を提出した結果、「9月21日付で応援社員制度は一旦白紙に戻し、全応援社員を

どこかの店舗に配属する」という回答がありました。しかし 2 ヶ月間に渡り、私に非人道的な扱いをした会

社に対し、そのような仕事のシステム変更で妥協するのは納得が行かず、10月7日に2回目の団交を行いま

した。 
当日は、大浜さん、Ｓさん、Ｈさん、Ｓさんが参加。熱くなる私を冷ませていただきました。会社は、と

にかく早くこの労使問題を解決したい様子でした。その結果、会社は私及び応援社員に対し差別的な扱い、

侮辱発言をしたことを認めて謝罪しました。私に対しても、今までの部長、店長による様々な差別的発言に

対して謝罪したうえで、夏季賞与の不条理な評価による賞与額の減額分の差額を和解金として支払い、過去

のサービス残業代も支払うという和解案を出してきました。私としてもこれ以上闘ってもメリットが無いと

感じましたので、会社と和解することを決意しました。 
会社と私の間で、「今後、私に対し不利益な扱いをしない、私が会社で勤務する際は誠実に業務を遂行する、

和解後は双方がこの件に関して不利益な発言をしない、今後の私の労働条件、身分に問題が起きた場合は管

理職ユニオンとの団体交渉によって協議、決定する」という内容の協定書を交わすことになりました。これ

で第一ラウンドは終了しましたが、私は今後も会社の社員として勤務し続けるので、今まで以上に勤務態度

に注意し、慎重に働かなくてはいけません。会社も私の動向を気にかけてくるでしょう。まさにアンタッチ

ャブルな状態が続くでしょう。正直いって、この先会社に居残ることでどうなっていくのか不安もあります

し予想もつきませんが、第 2 ラウンドは必ずあると思っています。その時は皆さまの応援をよろしくお願い
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地労委での闘争記録 
        平成15年10月22日  ポンプクリエイター 

私はＫ製鋼でロータリ型の圧縮機の開発業務に２０年間従事してきました。 
平成９年に従業員２００人のＳ精機に入社、新型真空ポンプ用のロータを研究することになり、Ｋ製鋼時代

のメーカや人脈を活用して、新型ロータの試作に成功しました。  
平成14 年8 月26 日 Ｏ総務部長より開発業務の中止を理由に退職勧奨を受ける。理由は、“入社５年間、

いまだ商品化の目途が立たない、Ｈ１４年９月より、技術１課担当のロータリ真空ポンプの開発に集約する、

その結果、技術担当（私）の仕事が無く、会社をやめて欲しい“であった。 
上記の退職勧奨に対して、管理職ユニオン・関西の仲村書記長と相談し、組合への加入通知書を９月2日Ｓ精機社

長宛てに提出しました。今回の闘争は展開が速く、９月1回、１０月２回の計3回の団体交渉では、期限を１０月

３１日、１２月３１日と解雇予告まがいの退職勧奨があり、口頭だけで書類での連絡はなく、法律の不備をついた

たちの悪いものであつた。 
平成 14 年 11 月５日に大阪府地方労働委員会に不当労働行為救済申立書を提出しました。申立書の内容は

①救済内容と②不当労働行為に至る経過で構成されています。 
救済内容は “イ退職勧奨を撤回し、謝罪を求める ロ不誠実な団交に対する謝罪を求める”としました。

第1回12月27日の地労委調査では、会社側の答弁書が出され、“救済内容に関しては、申立人の請求はいず

れも棄却する”であり、また定年後の嘱託採用の件も否定している。さらに、被申立人（会社側）は“申立

人に対する解雇予告は平成 14 年７月 30 日にポンプの開発機種を１機種に変更する、技術的問題からきたも

のでであり、解雇予告または解雇の意思表示は組合員たる故をもつてなされたものでない”であった。会社

側の弁護士は検事あがりと若手弁護士の２人であり、当初から高圧的であり、公益委員の“Ｓ精機へ転籍時

の契約書等”の書類提出要請に従わない状況が続いた。 
一方、私の作成した“不当労働行為に至る経過”の説明も要領をえず、公益委員より事件説明用の準備書

面の作成を指示されました。12 月に入り、２つの事件が守山工場の事務所で発生した。1 つ目は、事務所に

出勤にも関わらず、隣席の課長に守衛より電話があり、担当課長（私）の出勤の確認がありました。 
その後不信に思い、工場正門に近い総務の事務所に出かけ、女性事務員に私の出勤の確認をしたところ、

欠勤扱いであったので、事務員の前で出勤に訂正させました。以後、出社と退出の時は守衛の視線を確認し

て、敬礼の合図をして車で通る癖がつきました。後に、管理職のタイムカードは守衛が代行していると聞き

ました。 
２つ目は、地労委に入った事により、大分気が大きくなり、電話の対応も“組合と地労委関連”の話を机

に座って大声でしていました。ある日、昼休みを終え２階の１０人ほどの部屋へ戻ろうとしたとき、２階に

入る部屋の鍵が内側から掛けられていました、自然に掛かる鍵でなく、今までも経験がなく、一瞬ロックア

ウトかと緊張しました。しかし、ここで騒ぐと会社側の思う壺にはまると考え、５０メートルも余分に歩き、

反対側の階段からあがり、無事座席にたどり着きました。その後は、組合関連の電話は席をはずしロッカー

ルームで受ける事にした結果、事件の再発は無く、その後１年間従業員間のトラブルは有りませんでした。 
正月には、四国に渡り、愛媛県西海の沖磯釣りに行き、４０ｃｍを超えるグレやカンダイがつれました。   

悪い事があれば良い事もあるものだと思い、幸先の良いスタートとなりました。会社側の解雇予告１２月 31
日はその時点で生きており、正月明けの守山工場の出社は覚悟のいる行為であり、事前にロックアウトの心

得をベテラン組合員に聞いていました。当日は、特に守衛とイザコザも無く無事事務所に到着し、100人余り

の工場の事務所は何事もなく１日が過ぎていきました。 
第２回平成15年1月の地労委調査では、私は“不当労働行為に至る経過”に関する１０ページにのぼる準

備書面を作成し、会社側答弁書の反論はその準備書面に織り込みました。私は解雇予告期日に付いて、不明

な点があったので、この点に関して大阪労働者弁護団に問い合わせ、Ｎ弁護士を紹介していただきました。

Ｎ弁護士は人権問題が専門であり、管理職ユニオンの大浜書記次長や地労委の事も熟知していました。Ｎ弁

護士は、解雇は近日中にあると判断し、大阪地裁の対応を含め弁護を引き受てくれました。 
今回の地労委の対策は、Ｎ弁護士の指導で再出発となりました。Ｎ弁護士の事務所は西天満にあり、組合に近く、

月１回のペースで通いました。月末になると、無事給料が振り込まれているか、期日変更した解雇予告書が同封さ

れてないか、スリル万点の毎日でした、大浜書記次長とＮ弁護士双方から給与振込みの確認の電話がありました。

ただ、出勤していても、“単に担当課長（私）が勝手に出社している”とする会社側の判断もありえると、Ｎ弁護士

は考えていました。Ｎ弁護士の指導のもと、裁判所の方式と同様の、陳述書の作成から入りました、陳述書の作成

には事件のストーリーをどう立てるか、不当労働行為の山場を何処にするか、が大切であり、地労委の公益委員で

ある、行政、労働者と使用者側の委員に容易に理解できる文章にする必要がある。 自分の事件を客観的に見直し、
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再構築する必要があります。前回までの技術中心の内容から、法理に基づく内容に変更しました。 
平成１５年３月の第三回目の地労委調査では陳述書と書証を提出しました。この間、私は他組合員の地労

委の審問に出席し、原告の審問での質問と答え方が勉強になりました。地労委での提訴を考えている人は、

ぜひとも審問時の立会い参加をお勧めします。会社側弁護士の反対尋問には場慣れが大切です、頭で考える

より、“現場を見よ”である。 
４月の第４回目の地労委調査では不当労働行為救済申立書２を提出しました。申立書２の内容は陳述書に

基づくもので、“今回、組合と私が大阪府地方労働委員会へ不当労行為救済の申立をした事を理由に、組合員

の私に対して解雇予告をしたものであり、明らかに組合加入と組合員であることを理由として、解雇という

著しい不利益取り扱いをしたものです”を新たな申立書の柱にそえました。上記の陳述書の内容は書証の裏

付けが必要であり、書証が十分でないと、単なる意見表明になる可能性がある。引用する場合は、書証の文

章を一部利用する方が分かり易くなる。会社側発行の押印された文書は書証として利用価値があり、事前に

原紙等確保する必要がある。 
団体交渉の内容は録音テープを反訳したものが良く、書証として引用する場合、会社側の発言内容に意味

があり、単なる組合側意見の応対では書証としての有効性は薄い。事件に大切な事柄の場合、正式な議事録

が無い場合でも、記憶をたどり会話の内容を書面にする必要がある。地労委に入り、半年経過して審問に入

りました、 
第１回目は６月であり、書記次長に対する主尋問で内容は組合加入経過と団体交渉の件でした。団体交渉

に関する質問は不誠実団交の強調が目的です。会社側の“コミュニケ-ション不足で開発が進まない”につい

てＮ弁護士により詳しい質問がされて、会社側の説明内容の希薄さを強調しました。地労委での審問では、

原告に意見表明の機会は無いので、陳述書中で考えを述べ、審問する側にそこの部分を確認してもらう作業

となります。２時間の予定時間に対して、時間的余裕がでたので、私に対する主尋問を開始しました。内容

は、真空ポンプの原理説明と退職勧奨の経緯を陳述書に従って、Ｎ弁護士が質問し原告の主張を補強しまし

た。 
第２回目は７月であり、最初に原告（私）の主尋問を続行しました。技術情報開示の経緯、退職勧奨の強

要の説明し、最後に原告の本件に関する意見、“技術１課が試作した真空ポンプは原告の開発品を秘密裏に模

倣したものであり、技術者の人格に対する人権侵害です” を強調しました。Ｎ弁護士は審問に対して、事前

の打ち合わせが審問時間以上とりましたので、私も審問用のＱ＆Ａを作成し協力しました。 
その後、書記次長に対する反対尋問がありました。会社側の弁護士は労働問題に関して得意でないようで、

団体交渉の内容をなぞったもので、迫力にかけました。書記次長も会社側弁護士の身勝手な説明や質問に対

し、はっきり否定して、相手に手がかりを与えませんでした。 
第３回目は８月であり、大型台風が日本に上陸し、朝の天気予報次第で中止もあると、地労委より連絡が

はいりました。各地で土砂崩れの被害が出ましたが、幸い大阪方面の直撃はありませんでした。当日、原告

（私）に対する反対尋問があり、転籍前のＫ製鋼に対する守秘義務とＳ精機に対する技術情報開示がない点

についてでした。会社側の若手弁護士は知的所有権について得意でなく、私の主張する、解析ソフトの著作

権に対する理解が無く、話が噛合わなくなりました。公益委員は弁護士に対し、被告と議論するのでなく、

書証を引用して質問をするよう指摘しました。  本来の労働問題から逸脱してきましたので、私は会社側

の弁護士の質問に対して、深入りを避け“いいえ、はい”のみで受け流しました。 
 今回の反対尋問は地労委に入って、初めての会社側の反論であり、内容は開発等の技術的な件に関する稚

拙な質問であるが、私は的はずれな内容に１週間怒りが持続しました。後で、冷静に考えると、会社側の一

方的意見表明に過ぎないと感じました。その後、会社側のＯ総務部長の主尋問にうつりました。会社側は当

初の解雇予告は取り消し、組合との話し合いで嘱託にしたと、話をすり替えてきました。“原告はＳ精機に対

する情報開示が不十分である”の意見を再度繰り返していました。会社側の技術関係者の出席も無く、リア

リティーにかける内容でした。現実には、現時点で解雇予告の実効性は薄れていました。 
第４回目は９月であり、審問は会社側のＯ総務部長の反対尋問にうつりました。Ｎ弁護士はＯ総務部長に

対して、甲乙の書証を中心に、“コミュニケーション不足の具体例や開発中止の理由”を質問し、曖昧な総務

部長の答弁を引き出しました。これは、“外堀を埋め、じょじょに内堀、本丸に攻め込むやり方で、今後の組

合の地労委対策に役立ものであります。“平成 14 年７月の経営会議にて開発中止となり、解雇予告した”の

総務部長発言に対し、予告の内容は原告に何時伝えたか、の公益委員の質問にしどろもどろになり、解雇の

理由は何かの質問に対して、コミュニケーション不足と開発中止等、労働基準法に該当しない曖昧な回答で

公益委員の怒りをかっていました。 
其の結果審問では、総務部長は度々言葉が詰まり、針のむしろに座った状態になり、我々組合側は地労委

での１年間の苦労が報われたおもいであった。公益委員は、次回予定は和解を目指した調査と決定しました。 
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平成 15 年 10 月６日に、会社側は社長、総務部長と弁護士２人が出席し、組合側は弁護士を入れた７名で

迎え撃ちました。午後5時30分より、調査に入り、数たびにわたり和解案を修正し、３時間後に決着しまし

た。組合側は社長に対して、協定書に“今回の事件に対する、遺憾の言葉と和解金”を記述させ、双方とも

和解に合意しました。 
地労委近くの居酒屋で組合員６人と弁護士をまじえて、１年間の成果を祝し乾杯しました。皆さん、地労

委闘争を抱えており、話題に事欠きませんでした。今回の争議では、団体交渉や地労委の審問等を体験し、

今までの人生と異なる経験を追加できました。テレビや新聞のマスコミ報道に対して、その事件の奥行きを

多少なりと理解できる力がついたとおもいます。上記地労委での記録は、今後仕事を継続しながら地労委闘

争を考えている、組合員の方々に役立てたらと考え作成しました。 
地労委での闘争を組み立てる上、“ゲーム理論トレーニング、著者 逢坂明”が参考になりましたのでお勧

めします、“感情を交えずに相手の最善の方策を考える”と“最小のリスクで最大の成果を求める”が交渉に

は役立ちます。現在、団体交渉の進行中の組合員には、審問を傍聴することにより、主尋問や反対尋問の中

で、団体交渉の記録がどの点で質問として採用されるか、参考になると思います。今回、多忙の中、入れ替

わりで調査、審問に参加してくれた組合員の皆さんに、深くお礼を申しあげます。 
                                           以上 

 
地方労働委員会の対応（1）ポンプクリエイター 

Ⅰ、概要   
大阪府地方労働委員会に申立書を提出する際の手順を、地裁で使用する陳述書方式を中心に展開してみ

る。最初に陳述書を作成し、その内容を要約して申立書を作成する、提出時は申立書を先に出し、陳述

書は調査の途中に提出する。 

Ⅱ、陳述書の作成 

 １、証拠になる書証の有無をはっきりさせる、主張したい要点を１－２点に絞る。 

  （例）減給降格、退職強要、職場環境、転勤の強要等 

   文章は第三者が読みやすく、ストーリーをしっかりと持つ必要性がある。登場人物の役割をはっきりさ

せる、役員と従業員の発言では重みの違いがある、業務内容は専門外の人にわかり易く、一般例を示し

て説明する。なお、活字の大きさは１２Ｐである。 

２、陳述書の内容は書証の裏付けが必要であり、書証が十分でないと、単なる意見表明になる可能性がある。 
会社側発行の押印された文書は利用価値がある。テープ録音された情報には、期日と氏名を記録内容に

入れる必要がある。 

 ３、正式な議事録が無い場合でも、記憶をたどり会話の内容を書面にする、必要がある。 

 ４、各項目の内容は、“私は・・・・”で始まり、５Ｗ１Ｈ（誰が、何を、何時、何処で、何故、どの様に）の

記述が必要である。 

 ５、“各項目の出来事”には多面性があり、会社側の主張と労働者側の主張は対立しがちだが、あくまで労働者

側の見方で統一する。内容の説明が会社側に利用されないか、細心の注意が必要。 

 ６、審問では相手側の文書を利用するほうが有効であり、労働者側の提出書類の一言一句を曲解される、と

予想する必要がある。 

 ７、項目の作成手順例 

  ① 平成ｏｏ年ｘ月ｘｘ日のＳ社への入社経過を述べる。自分の専門職の説明と、経歴の紹介。入社時の

契約内容の明示、大切な項目である。 

  ② 入社後の労働条件（例／出向社員で技術部所属、役職はΧΧの課長である。） 

    担当の業務内容と成果の説明。成果を強調して、その後の不当労働行為をはっきりさせる。売上成果、

開発商品、賞与等 

  ③ ｏｏをめぐる問題  
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    現在の争議の間接的な原因の説明。急に事件がおきる訳でなく、その伏線は４－５年前にさかのぼっ

て発生している。 

  ④ 平成ｏｏ年ｘ月ｘｘ日の退職勧奨又は減給降格に至る経緯 

    退職勧奨又は減給降格の直前の動き。現在の争議の直接的な原因の説明、会社の主張する表面的な内

容でない。 

  ⑤ 会社の業績悪化による、減給降格や退職強要の実態の説明。平成ｏｏ年ｘ月ｘｘ日の退職勧奨又は減

給降格の内容。不当労働行為の内容の説明。退職勧奨又は減給降格の状況説明、不当な言動の抽出。 

  ⑥ 組合加入の経緯 

    加入通知の情況と通知後の会社側の動き、このときの会社対応がその後の展開を予知している。ＩＣ

テープによる記録が大切となる、会社側による不用意発言のオンパレードになる可能性がある。 

  ⑦ 団体交渉の経緯 

    団体交渉の連絡、期日場所の決定経過を説明する。団体交渉の内容を要求項目と相手の対応と結論を

１回毎に整理する。団体交渉後の会社側の動き、組合嫌悪の動きを記録する。不当行為に対する、抗

議文の発行。 

⑧ 労委申し立てに対する会社側反応 

⑨ 本件に対する、本人の意見表明 

Ⅲ、申立書 

    申立の内容は労働基準法における、不当労働行為の何条違反かはっきりさせる。 
救済内容について、今までの例をよく調べる。 

 ａ． 請求する救済の内容 

① 退職勧奨の撤回と業務の継続。減給降格の撤回等   

② 不誠実な団体交渉を繰り返して、誠意に欠ける回答をしたことの謝罪を求める 

（ポストノーティス）。 

 ｂ． 本件不当労働行為に至る経過。 陳述書の内容を要約して書く。 

Ⅳ、 地労委の調査 

① 組合側の申立書に対する、会社側の答弁を検討し、各自に補足説明するための準備書面の提出を行政

側が求める。会社側が１００％対応するとは限らない。 

地労委の公益委員の構成は使用者側、労働組合側、と行政側で構成されている。 

② 双方の論点を整理し、噛合う状態に持っていく。準備書面の提出は数回に及ぶ場合がある。会社側の

出方により、戦略の見直しが必要、争点の優勢順位を再度検討する。 

③ 陳述書に対応する書証を作成する。陳述書のどの行が書証に対応するか、事前にはっきりさせる。 

Ⅴ、 書証の作成要領 

  陳述書の各項目に対して下記証拠書類の作成。日付の確定、会社側の押印、テープ記録、直筆の文書。

入社時の契約書、議事録。社内会議の議事録、業務に関する覚書、業務指示書。業務実績を示す記録、

写真、社外発表例。加入通知、団体交渉の内容記録、抗議文。社内辞令の写し、警告書等。 証拠の

訂正は出来ない、反論に耐える自信は必要。 

    どこが重要ポイントか見極め、その文章を陳述書に引用する。      

                           以上  2003年 10月10日  
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会社でいじめられているサラリーマン大集合!      

                  経験、年齢、性別不問!  

サラリーマン以外でも可、女性も大歓迎 ! 
  
 

『第１７回 「こらえてばかりで委員会」ガンガン開催！ 
 

組合員のみなさんお元気ですか。いつも、お騒がせのＳです。11 月は、当組合の誕生日です。ますます当組合が、

発展する様にお祈り申しあげます。前回は、Ｍさんによる、「地労委必勝講座」を開催いたしました。非常に力の入

った、熱のこもった講義でした。参加者もその熱気におされ、ものすごく盛り上がり、自信に満ちた講義でした。

いろいろな、意見もたくさんの方々からでて、大変有意義な、委員会でした。Ｍさん、本当に有難うございました。

次回また、第二回目を予定しておりますので、その時は、皆様の多数のご参加をお待ちしております。Ｍさんその

時は、宜しくお願い致します。さて、今回ですが、BIGな、ゲストにご参加頂けるように交渉中です。 

その方は、Ｒ大阪のＫさんで、「労働運動とは」「労働組合のありかた」について、講義して頂く予定をしておりま

す。もし都合が、つかない場合は、新執行委員のどなたかに、おいでいただいて、皆の代表者として、ご意見をお

聞きしたいと思います。是非、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 
   

第１７回 「こらえてばかりで委員会」  

日時    １１月２８日（金） PM ７時から（１０時終了予定）    

場所    管理職ユニオン関西 事務所 

申込方法  電話受付  TEL ０６－６８８１－０７８１  

                 FAX ０６－６８８１－０７８２ 

                 飛び込み参加もOK！       

 
 
 
 

 

 

  １１/１２（水） 天満橋にて、こらえてばかりで委員会ビラまき 

 さあ、みんなで「ビラまき」をしましょう。こらえてばかりで委員会に参加し

ていない人も大歓迎です。ビラまきをやったことのない人は、ビラを渡す立場の

経験をしてみませんか。 

 ○ 集合時間･場所    １９：００ 天満橋・松坂屋前  

（ または、１８：４０ 管理職ユニオン・関西 事務所に集合してください ）

当日、天満橋に来られない方は各地域、職場周辺にてビラマキをお願いします。

以上


